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第９章 相談活動 

第１節 相談活動の充実と連携 

１ 相談活動の充実         【県民安全課】 

育児やしつけ、非行などの青少年に関する様々な問題について相談に応じ、親や青少年など

の問題解決と自立を支援するため、学校、教育研究所、児童相談所、少年サポートセンターな

どの機関において相談活動が実施されています。 

今後、ますます多様化、複雑化していくことが予想される子育てに関する相談や青少年の悩

み相談に対応するには、相談者が気軽に利用できる身近な相談窓口を充実させるとともに、各

相談機関相互の連携強化を図り、それぞれの専門性を活かした適切な相談が受けられる体制を

整備する必要があります。 

(1) 教育総合研究所              【教育総合研究所】 

教育総合研究所教育相談センターでは、幼児・児童生徒の教育上の問題について、来所相

談（面談）や電話相談、メール相談を行い、家庭・学校・関係機関との連携を密にしなが

ら、問題解決のための援助を行っています。平成 29年度からは、従来からの教員の相談員

に加え、心理（スクール・カウンセラー）、福祉（スクール・ソーシャルワーカー）のスタ

ッフが配置され、より専門的な視点からの相談を行っています。また、県内の他の相談機関

と連携を図りながら教育相談業務を行っています。 

業務内容は多岐にわたりますが、主な相談業務内容には、次のようなものがあります。 

教育相談活動 

① 教育相談 

・来所相談（面談） 

・電話相談 

・メール相談 

・専門家（スクール・カウンセラー、スクール・ソーシャルワーカー）を加えたチームに

よる支援 

② 高校中途退学・既卒者進路応援 

 ・「自立支援センター」を設置し、居場所の提供や学習支援等を実施 

③ 障害を理由とした差別に関する相談窓口 

④ 家庭教育相談・応援サイト 

この他に、人間関係や子育ての悩みなどの子どもや保護者の相談に、夜間・休日を含め

24時間対応するため電話相談員を置き、相談体制の充実を図っています。 

 (2) 児童相談所              【児童家庭課】 

児童相談所は、児童に関する様々な問題について市町に対する後方支援や、より困難な事

例に対する専門的な支援を行う機関として、県下では、総合福祉相談所および敦賀児童相談

所の２か所が設置されています。児童相談所には、児童福祉司、児童心理司、保育士等の専

門職員が置かれ、相談、調査、診断、判定、児童福祉施設等への措置、一時保護等の業務を

行っています。 

相談内容を大別すると、 

①  児童の保護・養育問題、児童虐待問題についての養護相談 

② 窃盗、傷害等の触法行為および家出、乱暴等の問題行為についての非行関係相談 
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③ しつけ、適性、不登校等についての育成相談 

④ 知的障害、肢体不自由等についての心身障害相談 

に分けられます。 

(3) 健康福祉センター・各市福祉事務所                【児童家庭課】 

地域住民に密接に結びついた県下の各健康福祉センター（担当：町部）および各市福祉事

務所には家庭相談員が配置され、家庭児童に対する適切な相談指導を行っています。 

(4) 福井少年サポートセンター           【県警人身安全・少年課】 

県警では、昭和 60年から本部に「ヤングテレホン（直通相談電話）」を設け、少年の非行

防止と健全育成にかかる相談に応じていましたが、全国的に少年非行が増加・悪質化し、ま

た、被害に遭う少年が増加したことなどを受け、これらに的確に対処するために平成 11年

３月に「福井少年サポートセンター」を発足させました。平成 28年度には、相談窓口を福

井県警察本部庁舎から葵分庁舎へ移設し、相談しやすい環境を整備しています。 

同センターでは、専門の少年補導職員が少年の健全育成のための専門的・継続的支援活動

を行うほか、必要に応じて民間嘱託の専門家（精神科医、臨床心理士等）であるサポートア

ドバイザーと連携したカウンセリングや少年警察ボランティア等の協力を得るなどした各種

体験活動を活用した立ち直り支援活動等を積極的に推進しています。 

 (5) 総合福祉相談所（精神保健福祉センター部門）     【総合福祉相談所】 

ア 概要 

精神保健福祉センターは、“精神保健及び精神障害者福祉に関する法律”に基づき、精

神保健の向上および精神障害者の福祉の増進を図るため、都道府県および政令指定都市に

設置が義務づけられている機関です。本県では、昭和 47年に設置され、業務としては精

神保健および精神障害者の福祉に関し、知識の普及を図り、調査研究を行い、ならびに相

談および指導のうち複雑・困難なものを行う施設です。 

平成 26年４月からは、身体・知的・精神の３つの障害の相談等に一元的な対応等を図

るため、福井繊協ビルから総合福祉相談所内に移転・統合し、併せてひきこもりの総合的

な窓口として「福井県ひきこもり地域支援センター」を併設しています。 

精神保健福祉センターの業務は、総合福祉相談所の障がい者支援課精神グループが担当

し、心理士、保健師、精神保健福祉士、事務職、嘱託精神科医師等を配置しています。 

業務内容は多岐にわたっており、次の 10に大別されます。 

①  企画立案（専門的立場から精神保健福祉主管部局および関係諸機関への提案や意見

具申。） 

② 技術指導および技術援助（専門的立場から、保健所、市町および関係諸機関に対す

る技術面の支援。） 

③ 教育研修（精神保健福祉業務に従事する職員等に向けた専門的研修等の教育研修） 

④ 普及啓発（一般住民に対する、精神保健福祉や精神障についての知識、精神障がい 

者の権利擁護等についての普及啓発。健康福祉センター、市町が行う普及啓発活動に対

する協力等。） 

⑤ 調査研究（精神保健福祉に関する調査研究、関係諸機関等への統計・資料の提

供。） 



102 

 

⑥ 精神保健福祉相談（精神保健および精神障害者福祉に関する相談および指導のう

ち、複雑・困難なもの。心の健康相談から思春期等の特定相談を含め精神保健福祉全

般の相談。） 

⑦ 組織育成（家族会、患者会、遺族の会、社会復帰事業団体などの組織の育成等。） 

⑧ 審査事務（自立支援医療費（精神病院）や精神障害者保健福祉手帳の判定、人権に

配慮した入院治療を確保するため精神医療審査会を開催。） 

⑨ こころのケアの推進（ひきこもりグループ療法や親グループカウンセリングなど県

民の心の健康づくりの促進。） 

⑩ 自殺対策（ストレスチェックや依存症セミナー、相談機関職員等の研修会、自殺対

策予防週間や自殺対策強化月間における啓発事業。） 

イ 青少年に対する相談業務 

精神保健福祉士、保健師、心理士および非常勤の相談員が相談に応じております。ま

た、必要と認められる場合、精神科医につないで相談を行っています。 

また、近年増加が指摘されている“ひきこもり”についても、平成 26年度から開設さ

れたひきこもり地域支援センターにおいて、個別相談や、家庭訪問などのアウトリーチ相

談を行っています。家庭と実社会との中間的な居場所である「フリースペース」や、ひき

こもりの家族を対象とした学習会といった、グループ療法なども実施しています。令和 2

年 4月には、ひきこもり地域支援センター嶺南サテライトを設置し、嶺南地域のひきこも

り支援機能を強化しています。 

(6) 福井県人材確保支援センター（ふくいジョブステーション）      【労働政策課】 

概ね 52歳以下の若者を対象に、専門のキャリアアドバイザーが仕事に関する様々な相談

に応じ、悩みや問題の解消に向けたサポートを行っています。 

[所在地等] 

・ふくいジョブステーション  福井市西木田 2-8-1 福井商工会議所ビル１階 

TEL 0776-32-4510 

・ミニジョブステーション敦賀 敦賀市道口 19-2-1福井県立敦賀産業技術専門学院 2階 

                   TEL 0770-23-5416 

・ミニジョブステーション小浜   小浜市大手町 4-1 小浜市働く婦人の家１階 

                              TEL 0770-52-3542 

(7) ふくい若者サポートステーション（サポステふくい）         【労働政策課】 

ア 概要 

若年無業者等（職に就かず、通学も家事もしていない、概ね 15歳から 49歳の若者）の

職業的自立のための相談窓口として、「地域若者サポートステーション」が平成 18年度よ

り全国に設置されています。 

本県では、「ふくい若者サポートステーション（サポステふくい）」を平成 18年８月に

開設し、概ね 15歳から 49歳までの若者を対象に、職業的自立に向けた以下の支援事業を

行っています。 

① 相談・カウンセリング 

② 自立支援プログラムの実施 

③ ジョブトレーニングの実施 
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④ 企業とのマッチング・コーディネートの実施 

⑤ 学校と協力して若者の無業化防止に向けた支援を実施 

⑥ 他の支援機関との連携・協力支援 

⑦ 保護者向けセミナーの実施 

イ 青少年に対する相談業務 

職業的自立についての悩みや問題を持った青少年やその保護者等に対して、キャリアカ

ウンセラーや臨床心理士が相談に応じ、以下のような内容について継続的な相談・カウン

セリングを行っています。 

① 自身や対人関係に対する不安の解消、自信の回復 

② 自立意識、勤労意識の形成 

③ 社会人としての基本的能力の習得 

④ 職業適性の理解、職業選択 

⑤ 親子関係の構築、子供との接し方 

また、必要に応じて他の相談機関との連携・協力を行い、相談者一人ひとりに対するき

め細かい包括的な支援を行っています。  

 [所在地等]  

・ふくい若者サポートステーション 福井市光陽 2-3-22 県社会福祉センター1階 

 TEL 0776-21-0311 

・ふくい若者サポートステーション若狭町サテライト 

 三方上中郡若狭町大鳥羽 27-13-4  

若狭ものづくり美学舎内  

TEL 0770-64-1788 

・ふくい若者サポートステーション小浜サテライト 

 小浜市後瀬町 1-6 小浜勤労福祉会館 2階 

TEL 0770-64-5620 

 

２ 相談活動の連携                           【県民安全課】 

身近な相談窓口と専門の相談機関とが連携しスムーズな対応を図るため、また、児童相談

所、青少年愛護センター、教育研究所、県健康福祉センター、市福祉事務所、少年サポートセ

ンターなどの関係各機関が情報を共有し、それぞれの専門性を活かした適切な対応を行うた

め、青少年に関する相談機関相互の連携強化を図ります。 

 


